
■地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターの役員報酬等の支給基準（案）新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 新 

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターの 

役員報酬等の支給基準について 

 

◆ 地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター役員報酬等の支給基準 

役員名 報酬等の種類 報酬額等 備考 

理事長 

（常勤） 
基本給 月額 ４９３，２００円 

副理事長の額との均衡

を考慮して現市職員の

法人への移行時の額の

１．２倍を設定 

通勤手当 職員の例による（実費）  

賞与 なし 
 

退職手当 なし  

副理事長 

（常勤） 基本給 月額 ４５２，１００円 

他の法人の額及び現市

職員の法人への移行時

の額の１．１倍を設定 

通勤手当 職員の例による（実費）  

賞与 なし  

退職手当 なし  

 

 

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターの 

役員報酬等の支給基準（案）について 

 

◆ 地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター役員報酬等の支給基準（案） 

役員名 報酬等の種類 報酬額等 備考 

理事長 

（常勤） 
基本給 月額 ６１０，５００円 

副理事長の額との均衡

を考慮して現市職員の

法人への移行時の額の

１．２倍を設定 

通勤手当 職員の例による（実費）  

賞与 なし 
 

退職手当 なし  

副理事長 

（常勤） 基本給 月額 ５５９，６００円 

他の法人の額及び現市

職員の法人への移行時

の額の１．１倍を設定 

通勤手当 職員の例による（実費）  

賞与 なし  

退職手当 なし  

 

 

資料４ 


